
令和３年（2021年）3月15日号6 市報 新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

　

②ひとり親家庭等医療証（◯親医療
　証）をお持ちの皆さんへ
　現在、「ひとり親家庭等医療証
（◯親医療証）」の交付を受けており、
令和3年4月1日から小学校に入学
する児童がいる方の4月1日以降
有効な児童の医療証は、下記のと
おり課税世帯か非課税世帯かによ
り異なりますので、ご注意くださ
い。
◉課税世帯の場合
　4月1日以降有効な児童の医療
証は、◯子医療証となります。今回
発送する◯子医療証を医療機関など

で提示してください。
◉非課税世帯の場合
　4月1日以降有効な児童の医療
証は、◯親医療証となります。3月
下旬に発送する◯親医療証に、小学
1年生となる児童の氏名を印字し
ています。対象の児童が医療機関
などを受診される場合は、◯親医療
証を提示してください。なお、古
い医療証は新しい医療証が届き次
第、破棄または返却してください。
 問①②子育て支援課助成係☎
042-497-2088

新小学1年生に義務教育就学児医療証を送付します

①令和3年４月から小学生になる
　　　 子どもの医療証
　現在、「乳幼児医療証（◯乳医療
証）」の交付を受けており、令和3
年4月から小学校に入学する児童
（平成26年4月2日生まれ～平成27
年4月1日生まれ）の医療証につい
ては、令和3年4月1日から「義務
教育就学児医療証（◯子医療証）」に
切り替わります。
　対象の方には、令和3年4月1日
から有効な◯子医療証を、3月23日
㈫に普通郵便で発送します（◯子医
療証には所得制限があります。詳
しくは右表参照）。
　また、所得制限超過のため◯子医
療証の対象とならない方にも、3
月23日㈫に消滅通知書を普通郵

便で発送します。
※4月1日を過ぎて
も◯子医療証が届か
ない場合は、下記
へご連絡ください。
※今回お送りする
医療証は、新小学1年生の児童の
みとなります。新小学1年生以外
の方は、すでにお持ちの医療証を
令和3年9月30日㈭までご使用く
ださい。
扶養親族などの数

（人）
所得制限限度額

（円）
0 6,220,000
1 6,600,000
2 6,980,000
3 7,360,000

※以降、扶養親族などが1人増えるごと
に、所得制限限度額に38万円を加算。

原動機付自転車等の廃車・住所変更・名義変更の
手続きは3月31日㈬までに

　軽自動車税の種別割は毎年4月
1日時点で軽自動車、オートバイ、
原動機付自転車、小型特殊自動車
を登録している方に課税します。
　廃車・盗難・譲渡で車両（ナン
バープレート）が手元にない方、
車両が壊れて使えない方、市外へ
転出された方は3月31日㈬までに
廃車手続きをしてください。

　　　【手続き先】125cc以下のバイク・
小型特殊自動車（清瀬ナンバー）＝
課税課市民税係☎042-497-2041、
126cc以上のバイク（多摩ナンバ
ー）＝陸運支局多摩事務所☎050-
5540-2033、軽四輪（乗用・貨物）
自動車（多摩ナンバー）＝軽自動車
検査協会☎050-3816-3104 問課税
課市民税係☎042-497-2041

　市では、自主的な防犯活動を行
う団体（個人）への支援として、防
犯パトロール用品（防犯ベスト、
キャップ、腕章など）を貸与して

います。数に限りがありますので、
貸出を希望される団体（個人）の方
は事前にお問い合わせのうえ、申
請してください。 問防災防犯課防
犯係☎042-497-1848

　この度、「清瀬市高齢者保健福
祉計画・第8期介護保険事業計画
（案）」が、学識者や保健・医療・
福祉関係者、市民公募委員で構成
される同計画評価策定委員会から
市長に提出されましたので、その
内容を報告します。
 問高齢支援課管理係☎042-497-
2079、同課介護サービス係☎
042-497-2080、同課高齢福祉係
☎042-497-2081、地域包括ケア

推進課地域包括支援センター☎
042-497-2082

清瀬市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業
計画（案）の最終報告がまとめられました

　本計画の基本理念は、前計画の
課題などを踏まえたうえで、引き
続き「高齢者が住み慣れた地域で
尊厳あるその人らしい生活を送れ
るよう健康でいきいきと暮らして
いけるまち」と定めました。
　地域包括ケアシステムの要素で
ある「医療・介護・予防・生活支
援・住まい」が連携することで、
高齢者が可能な限り住み慣れた地
域で生活できるよう、①～④の目
標を設定して施策を推進します。

①住み慣れた地域で安心して暮ら
　す
　相談体制の充実を図るととも
に、医療・介護の連携、地域住民
や関係機関・団体などの協働によ
る生活支援や見守り、権利擁護の
推進、また災害や感染症に負けな
い安心・安全のまちづくりに取り
組みます。

②一人ひとりがその人らしくいき
　いきと暮らす
　地域交流の場の充実、活動支援、
技能や経験を発揮できる環境づく
り、生涯学習環境の推進に取り組
みます。
③いつまでも元気に介護を必要と
　せずに暮らす
　健幸寿命の延伸を目指して、健
康づくり支援や介護予防事業の充
実、運動できる環境への取り組み
を推進し、市民同士の支え合いの
なかで介護予防の仕組みの深化を
進めます。
④介護が必要になっても安心して
　暮らす
　介護サービス基盤の充実を図る
とともに、事業を円滑に推進する
ため、自立支援・重度化防止の取
り組みや介護給付の適正化、介護
人材の確保や家族介護者離職防止
などの取り組みを推進します。

　介護保険制度は、3年に一度、
事業計画の策定にあわせ、見直し
を図ることになっています。今回
の見直しでは、今後3年間に見込
まれる介護サービス費や被保険者
数などを推計し、令和3年度から
令和5年度までの介護保険料を算
定しました。なお、介護保険料は
3月の市議会の審議を経て改定さ
れます。

　65歳以上の第1号被保険者の方
の保険料は、それぞれの金額が確
定し次第、郵送にてお知らせいた
します（7月ごろを予定）。
※40～64歳の方（第2号被保険者）
の介護保険料は、加入している医
療保険ごとの計算方法で決まりま
す。詳しくは、加入されている各
健康保険組合などにお問い合わせ
ください。

●5月1日号掲載希望の「催し物」の原稿は、
3月15日午前8時30分から4月1日までの
間に受け付け。先着25枠。9月15日号掲載
希望の「サークル仲間募集」の原稿は、8月
16日まで受け付け。

●利用案内は、市ホームページまたは秘書
広報課で配布しています。必ずご確認くだ
さい。問秘書広報課広報広聴係☎042-497-
1808 Ｆ042-491-8600 Ｍkouhou@city.kiyose.
lg.jp

【 市 民 伝 言 板 利 用 案 内 】

を貸し出します

ハンセン病関連講座が
 YouTube で視聴できます

　新型コロナウイルス感染症が
拡大するいま、知識でご自身を、
家族を守る術を身に着けません
か。2月11日に実施した「ハン
セン病から学ぶ感染症講座」、
2月27日に実施した「ハンセン
病問題から学ぶ人権講座」を清
瀬市公式YouTubeチャンネルで
配信中です。古きを学んで新し
きを知りましょう。期間限定配
信です。ぜひご視聴ください！

 期3月31日㈬までの期間限定配
信 講①国立ハンセン病資料館
事業部社会啓発課参与・国立感
染症研究所ハンセン病研究セン
ター客員研究員
儀同政一氏、②同課
課長・博士（社会学）
　大高俊一郎氏 問生
涯学習スポーツ課
生涯学習係☎042-
495-7001

清瀬市公式
YouTubeチ ャ
ンネル

平和祈念フェスタin清瀬
平和祈念展示会

　東京大空襲の写真パネル、平和
祈念展等実行委員会制作の「清瀬
と戦争」のパネル、清瀬市非核平
和宣言都市の詳細、核兵器禁止条
約関連の資料、国境なき医師団の
活動紹介、などを展示します。
 期3月16日㈫から28日㈰までの午
前10時～午後6時 場クレアギャラ
リー（クレアビル4階） 問企画課市

民協働係☎042-497-1803

前回の展示会の様子

渋谷市長（右）に答申を手渡す下垣
委員長（中央）と小滝副委員長（左）
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